
一
頁

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
そ
の
適
切
な
買
入
れ
、
」
を
「
麦
の
需
給
の
適
確
な
見
通
し
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
麦
の
供
給

が
不
足
す
る
事
態
に
備
え
た
備
蓄
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
麦
の
適
切
な
」
に
改
め
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
麦
の
備
蓄
」
と
は
、
麦
の
輸
入
の
途
絶
等
に
よ
り
そ
の
供
給
が
不
足
す
る
事
態
に
備
え
、
必
要
な

数
量
の
麦
を
在
庫
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
麦
の
需
給
見
通
し
）

第
四
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
麦
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
、
麦

の
需
給
に
関
す
る
見
通
し
（
以
下
「
需
給
見
通
し
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

需
給
見
通
し
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

麦
の
種
類
別
需
要
数
量
に
関
す
る
事
項



二
頁

二

前
号
の
種
類
別
需
要
数
量
に
対
応
す
る
麦
の
生
産
数
量
及
び
輸
入
数
量
に
関
す
る
事
項

三

麦
の
備
蓄
の
種
類
別
目
標
数
量
そ
の
他
麦
の
備
蓄
の
運
営
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
麦
の
需
給
の
安
定
に
関
す
る
重
要
事
項

３

第
四
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
需
給
見
通
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項

中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
米
穀
」
と
あ
る
の

は
「
麦
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
麦
等
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
及
び
当
該
麦
の
売
渡
し
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
次
項
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
」
を
「
第
五
項
及
び
次
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
に
係
る
麦
を
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農

林
水
産
大
臣
が
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
を
不
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
る
一
般
競
争
契
約
又
は
指
名
競

争
契
約
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
が
選
択
す
る
競
争
契
約
に
よ
り
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
に
係
る
麦
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
渡
す
場
合
の
価
格
は
、
国
際
約
束
に
従
っ



三
頁

て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
、
当
該
麦
の
買
入
れ
の
価
格
に
加
え
て
得
た
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麦
の
買
入
れ
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
麦
の
売
渡
し
は
、
麦
の
適
切
な
供
給
及
び
麦
の
備

蓄
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
需
給
見
通
し
に
即
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
輸
入
に
係
る
麦
等
の
特
別
な
方
式
に
よ
る
買
入
れ
及
び
売
渡
し
）

第
四
十
三
条

政
府
は
、
麦
等
の
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
者
及
び
当
該
輸
入
に
係
る
麦
等
の
買
受
け
を
行
お
う
と
す
る
者
の
連

名
に
よ
る
申
込
み
に
応
じ
て
、
当
該
輸
入
に
係
る
麦
等
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
買
い
入
れ
た
麦
等
を
同
項
の
買
受
け
の
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
申
込
み
に
応

じ
て
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
買
い
入
れ
た
麦
等
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
渡
す
場
合
の
価
格
は
、
国
際
約
束
に
従
っ
て
農
林

水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
、
当
該
麦
等
の
買
入
れ
の
価
格
に
加
え
て
得
た
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麦
の
買
入
れ
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
麦
の
売
渡
し
は
、
麦
の
適
切
な
供
給
を
図
る
た
め

、
需
給
見
通
し
に
即
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



四
頁

第
四
十
四
条
中
「
「
前
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
委

託
を
受
け
て
輸
入
す
る
場
合
並
び
に
国
内
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
麦
等
を
輸
入
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
四
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
委
託
を
受
け
て
輸
入
す
る
場
合

二

第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
連
名
に
よ
る
申
込
み
に
応
じ
て
行
う
政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
に
係
る
麦
等
を
輸
入
す

る
場
合

三

国
内
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
麦
等
を
輸
入
す
る
場

合
第
四
十
六
条
の
見
出
し
中
「
及
び
麦
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
政
府
は
」
の
下
に
「
、
主
要
食
糧
の
適
正
か
つ
円
滑
な

供
給
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
を
加
え
、
「
及
び
第
四
十
二
条
」
を
「
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十

三
条
」
に
改
め
、
「
及
び
麦
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
」
を

加
え
、
「
及
び
麦
」
を
削
る
。



五
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
需
給
見
通
し
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格

の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
需
給
見
通
し
（
次
項
に
お
い
て
「
需
給
見
通
し
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
需
給
見
通
し
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
農
産
物
検
査
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
で
前
項
の
品
位
等
検
査
に
係
る
麦
以
外
の
も
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
と



六
頁

す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
又
は
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
六
年
法
律
第
百

十
三
号
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

（
飼
料
需
給
安
定
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
基
づ
き
、
」
の
下
に
「
大
麦
及
び
小
麦
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
に
よ
り
大
麦
及
び
小
麦
の
」
を
「

に
よ
る
」
に
改
め
、
「
買
入
れ
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
四
項
を
削
る
。

（
地
価
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
価
税
法
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



七
頁

別
表
第
一
第
二
十
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
（
麦
の
政
府
買
入
れ
）
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
（
麦
等
の
輸
入
を

目
的
と
す
る
買
入
れ
）
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
（
麦
等
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
及
び
当
該
麦
の
売
渡
し
）
、
第

四
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
に
係
る
麦
等
の
特
別
な
方
式
に
よ
る
買
入
れ
及
び
売
渡
し
）
又
は
第
四
十
六
条
第
一
項
（
米
穀
以

外
の
主
要
食
糧
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
）
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。


